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（審議経過） 

○室橋都市建設課長 皆さん、こんにちは。

定刻になりましたので、始めさせていただき

ます。 

 本日はお忙しい中、第８２回足立区都市計

画審議会にご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 私は、本日司会を務めさせていただきます

都市建設課長の室橋と申します。よろしくお

願いいたします。 

 初めに、本日の審議会は横村委員がウェブ

からの出席となっております。音声や画面が

確認しづらい場合、挙手ボタン等でお知らせ

いただきますようお願いいたします。また、

審議会中はシステムの負荷軽減のため、カメ

ラをオフにしていただきますようお願いを

いたします。 

 続きまして、本審議会の情報公開について

のご連絡でございます。本審議会は公開を原

則としております。そのため、会議記録につ

きましては、区のホームページで公開をさせ

ていただいております。また、会議記録作成

のため、録音させていただきますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、事前にお送りいたしました次第

をご覧ください。次第に記載いたしましたと

おり、本日は二部構成でございます。第一部

は委員の委嘱、第二部は議案の審議・報告で

ございます。 

 それでは、第一部、委員の委嘱を行わせて

いただきます。 

 このたび、臨時委員１名が決定いたしまし

た。これからお名前をお呼びいたしますので、

その場でご起立の後、ご着席ください。 

 臨時委員、松井大輔様。 

○松井臨時委員 千住警察署長の松井でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○室橋都市建設課長 本日は委嘱状の交付

を席上配付にさせていただいております。ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、ここで副区長から皆様にご挨拶

を申し上げます。 

○工藤副区長 こんにちは。今日は新しく委

嘱させていただいた委員もいらっしゃいま

すので、一言だけご挨拶させていただきます。 

 今年度ももう数日で新しい年度を迎える

時期になりました。本当に早いものですけれ

ども。おかげさまで足立区もまちがどんどん

今進んできまして、先日は綾瀬の駅前広場が

オープンいたしました。また、６月には北綾

瀬の駅前広場と商業施設がオープンする予

定になっています。それと竹ノ塚のほうも高

架化が終わりまして、西口の広場も暫定オー

プンということで、この都市計画審議会で

様々ご議論いただいたことが実際にまちづ

くりにつながっているということで、本当に

感謝を申し上げます。 

 これからも、まだまだ足立区は発展する余

地がございますので、様々な形で専門的な立

場からご意見を頂いて、さらに発展できるま

ちにしていきたいと思いますので、ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

 簡単ですけれども、以上でございます。 

○室橋都市建設課長 これにて、第一部の委

員の委嘱を終了いたします。 

 それでは、第二部に入らせていただく前に、

傍聴人がいらっしゃいますので、ご入場いた

だいてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

（傍聴人入場） 

○室橋都市建設課長 では、第二部、議案審

議及び報告事項に移らせていただきます。 

 ここからの議事の進行は廣兼会長にお願

いいたします。 

○廣兼会長 廣兼でございます。 

 それでは、都市計画審議会の議事を進めて

まいります。 

 まず初めに、事務局から本日の資料と議案

についてご説明をお願いいたします。 

○室橋都市建設課長 事務局でございます。 

 それでは、資料の確認をさせていただきま

す。お持ちいただいた資料をご覧ください。

まず、次第、委員等名簿、座席表、それぞれ

１枚。次に、白色の表紙の議案書、一つづり。

次に、黄緑色の表紙の議案説明資料、一つづ

り。次に、桃色の表紙の報告説明資料、一つ

づり。最後に、本日、席上配付させていただ

いています別添資料「第３号議案 千住大川

端地区関連の意見書の要旨」、一つづり。 

 以上が本日の資料でございます。不足して

いる資料等ございましたら、事務局へお知ら

せください。―よろしいでしょうか。 

 それでは、次第をご覧ください。本日は議

案審議が３件、報告事項が１件でございます。 

 まず、議案審議ですが、第１号議案「東京

都市計画地区計画 綾瀬駅東口周辺地区地

区計画の変更（足立区決定）」。 
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 第２号議案「柳原一・二丁目地区関連」と

いたしまして、２－１「東京都市計画用途地

域の変更（東京都からの意見照会）」、２－

２「東京都市計画特別工業地区の変更（足立

区決定）」、２－３「東京都市計画防災街区

整備地区計画 柳原一・二丁目地区防災街区

整備地区計画の決定（足立区決定）」、２－

４「東京都市計画公園の変更（足立区決定）」。 

 第３号議案「千住大川端地区関連」といた

しまして、３－１「東京都市計画地区計画 

千住大川端地区地区計画の変更（東京都から

の意見照会）」、３－２「東京都市計画高度

地区の変更（足立区決定）」、３－３「東京

都市計画防火地域及び準防火地域の変更（足

立区決定）」の３件でございます。 

 続いて、報告事項でございますが、報告１

「北千住駅東口周辺地区のまちづくりにつ

いて」の１件でございます。 

 次に、議案審議及び報告事項の説明及び発

言方法についてご案内いたします。議案及び

報告事項の説明においてはお手元の資料を

ご覧ください。なお、前面にございますスク

リーンにも同様の資料が映されますので、ご

参考にご覧ください。 

 質疑応答は、議案審議３件及び報告事項１

件の各案件説明後に、それぞれお時間を設け

させていただきます。質疑応答において、ご

発言の際には挙手いただき、会長の指名の後、

席上のマイクのスイッチを入れてご発言く

ださい。また、発言が終わりましたらスイッ

チをお切りいただきますようお願い申し上

げます。 

 事務局からは以上でございます。 

○廣兼会長 ありがとうございます。 

 それでは、議案審議に入る前に委員の出席

状況を事務局から報告をお願いいたします。 

○室橋都市建設課長 事務局でございます。 

 本日は定数１８名のところ１６名のご出

席をいただいております。過半数のご出席を

いただいておりますので、審議会が有効に成

立することをご報告申し上げます。 

○廣兼会長 議事録の署名人は私と村尾委

員が務めますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議案審議に入ります。 

 第１号議案「東京都市計画地区計画 綾瀬

駅東口周辺地区地区計画の変更」について、

中村まちづくり課長から説明をお願いしま

す。 

○中村まちづくり課長 まちづくり課長の

中村でございます。私からは、第１号議案「東

京都市計画地区計画 綾瀬駅東口周辺地区

地区計画の変更（足立区決定）」についてご

説明いたします。お手元の資料では、白い表

紙の議案書１ページをご覧ください。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を決定するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 続きまして、２ページから２０ページにつ

きましては、都市計画の案の理由書、計画書、

変更概要、総括図、計画図という構成になっ

てございます。 

 以上が議案書のご案内になります。 

 議案書につきましては少し分かりづらい

ため、議案説明資料で内容をご説明させてい

ただきます。恐れ入ります、お手元の資料で、

黄緑色の表紙の議案説明資料１ページをご

覧ください。 

 最初に、「１ 議案の趣旨」でございます。

綾瀬駅東口周辺地区地区計画区域内の旧こ

ども家庭支援センター等跡地では、暫定利用

が続いておりますが、令和５年１０月に活用

方針が決定されました。この活用方針に基づ

く事業者公募に先立ちまして、こ家セン等跡

地に駅前通りのシンボル軸形成に寄与する

建物を誘導するに当たり、令和２年１２月の

地区計画決定時からまちの状況の変化に合

わせた時点修正を含めて、地区計画を変更す

るものでございます。 

 続きまして、２ページをご覧ください。「２ 

 地区の現況」でございます。図２現況写真

をご覧ください。写真１は、こ家セン等跡地

です。これまで東綾瀬中学校の仮設校舎とし

て利用されておりましたが、令和９年３月ま

で東渕江小学校の仮設校舎として継続利用

しております。 

 写真２は駅前交通広場です。令和７年１月

１９日より供用開始し、駅前通りにあったバ

ス停留所とタクシー乗り場は交通広場内に

移設しております。図３のとおり、これまで

道路で分断されていた東綾瀬公園と駅前交

通広場の一体整備や総合設計制度による駅

前開発によって、整備後は歩行空間やオープ

ンスペースが創出されます。 

 写真３は駅前開発用地です。現在、マンシ

ョン建設が進んでおり、歩行環境の改善とに

ぎわい創出に寄与する建物が令和７年１１
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月頃竣工予定です。 

 続きまして、３ページをご覧ください。「３ 

 上位計画との関連」でございます。（１）

足立区都市計画マスタープランにおいて、綾

瀬駅周辺地区は主要な地域拠点に位置づけ

られております。交通結節機能の向上、土地

の有効利用や民間開発の適切な誘導を図り、

駅前のにぎわいづくりとともに、周辺の一体

的なまちづくりを進めるとされております。 

 （２）足立区地区環境整備計画において、

綾瀬駅周辺地区は土地の高度利用や民間開

発の適切な誘導を図り、交通機能の整備やに

ぎわいのあるまちづくりを行い、東綾瀬公園

を活かした活力と潤いのあるまちづくりを

計画するとされております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。「４ 

 地区計画の変更概要について」でございま

す。 

（１）方針に、駅前交通広場と公園の一体

的な整備及びこ家セン等跡地の施設整備に

ついて追加します。 

 （２）地区整備計画区域は、５ページの図

４の赤色点線でお示ししたこ家セン等跡地

部分を「公共公益施設地区」として追加しま

す。 

 （３）建築物等の用途の制限は、ア及びイ

の２つの制限を追加します。まず、アについ

ては、公共公益施設地区及び駅前大規模用地

地区Ａ・Ｂに、駅前にふさわしい土地利用を

誘導するため、風俗施設等に関する規制を追

加します。次に、イについては、駅前通りの

シンボル軸形成に寄与する建物を誘導する

ため、用途の制限１号に接する敷地における

建築物の１階及び２階部分の主たる用途を

５ページの表１のとおり追加します。 

 続きまして、６ページをご覧ください。（４）

壁面の位置の制限は、公共公益施設地区にお

いて歩行空間の改善を図るため、７ページの

図５のように壁面の位置の制限を適用しま

す。特にシンボル軸である駅前通り沿いは、

緑の連続性を創出するため、道路境界線から

３ｍの後退とします。 

 （５）壁面後退区域における工作物の設置

の制限は、公共公益施設地区の「壁面の位置

の制限１号」の区域に対して制限を適用しま

す。 

 （６）建築物等の形態または色彩その他の

意匠の制限及び、（７）垣または柵の構造の

制限は、地区全体の良好な市街地形成のため、

公共公益施設地区に制限を適用します。 

 （８）土地の利用に関する事項は、公共公

益施設地区において、駅前通りの緑の連続性

に配慮した積極的な緑化を推進することを

追加します。 

 続きまして、８ページをご覧ください。最

後に「５ 都市計画手続きの経緯と今後の予

定」でございます。 

 前回の足立区都市計画審議会にご報告さ

せていただいた後、令和７年１月１４日、東

京都知事に協議を行いましたが、意見はあり

ませんでした。 

 そして、２月１２日から２６日まで、都市

計画法第１７条に基づく都市計画案の公告・

縦覧を行いましたが、こちらも意見はありま

せんでした。 

 本日の審議会にてご審議いただき、３月下

旬の都市計画決定・告示を予定しております。 

 以上で第１号議案のご説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 それでは、第１号議案の審議を

いたします。先ほどお願いしましたとおり、

発言に当たりましては、その都度、職名もし

くは氏名を名乗られてからお願いいたしま

す。 

 それでは、本件について、ご意見、ご質問

がありましたらお願いいたします。 

 佐々木委員、よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 足立区議会の佐々木でござ

います。 

 本計画は、旧こども家庭支援センター跡地

の活用方針に基づいて、いよいよこのこ家セ

ンの跡地の活用に向けて都市計画を決定し

ていくというものだと理解していますが、た

だ、令和９年３月までは東渕江小学校の仮設

校舎として継続利用していますので、実際の

施設開設・建設に向けてはそれ以降というこ

とになる。 

 ただ、ここに書いてあるとおり、令和７年

７月からプロポーザル方式による事業者の

公募が始まるということなのですが、この都

市計画が先にまずあって、それからというこ

とになろうかと思いますけれども、こ家セン

の跡地活用に関しての青写真というのはい

つ頃に示して、どのような形で区民の皆様に

も示していくつもりなのか、そういうアウト

ラインというのは決まっているのかをお伺

いしたいなと思ったので伺います。 

○中村まちづくり課長 具体的なこ家セン
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跡地の計画というものにつきましては、これ

から委員がおっしゃるとおりに事業者の公

募をしてまいります。その中で提案をいただ

いて具体的な計画づくりを練り上げていく

という形になるかと思いますので、事業者が

決まって少し時間を頂いてお示しをすると

いう形になるかと思います。令和１１年以降

に施設開設をしたいという形で進めていく

と伺っておりますので、その辺も含めて今後

スケジュール等については明らかにさせて

いただきたいなと考えております。 

○佐々木委員 こ家セン跡地については、綾

瀬小、東中、そして東渕江小学校の仮設校舎

としてかなり長い期間活用されてきました。

その前、いよいよこ家セン跡地を活用しよう

としたときに、いわゆるフィットネスクラブ

とコラボした建物というような話で、かなり

議会としても紛糾して、計画としては一回白

紙に戻ったような形になりました。だから、

そういう轍は踏まないようにぜひお願いし

たいなと。誰もが納得するような跡地活用の

方策を考えてほしいなと思いますので。これ

は要望しておきますけれども、よろしくお願

いいたします。 

 あと、５ページに、ちょっと蛇足ですけれ

ども、建物の用途の制限が入りました。これ

は、こ家セン等跡地に関してもこのような用

途変更という形だと思いますし、それから駅

広の横、これはイトーヨーカドーも含んでし

まうと思うのですけれども、こういった変更

で、劇場だの診療所だの児童福祉施設だの、

かなり広く用途が広がってまいりますけれ

ども、それは先を見越した用途変更という理

解でよろしいですか。 

○中村まちづくり課長 委員がおっしゃる

とおり、少し先を見越した中での用途を広げ

る、少し建物を建てられる制限を広げてとい

うことで考えているところでございます。 

○佐々木委員 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。佐藤委員、

お願いいたします。 

○佐藤委員 区民委員の佐藤です。 

 ３点ほどお伺いしたいのですが、先ほどご

質問があったところで、公共公益施設地区に

関しては、建物の用途の制限というのが今回

含まれていないという理解でよろしいです

かというのが１つです。 

 もう１つは、駅前大規模用地地区のＡとＢ

の中で、今回イトーヨーカドーが含まれてい

ると思うのですけれども、今後イトーヨーカ

ドーが建て替えをする際に今回のこの制限

を受けるということであれば、同じように隣

である住不みたいなタワーマンションが建

つようなところを許容しているという理解

でよろしいのかというのが２点目。 

 最後が、今回、地区整備計画区域をイトー

ヨーカドーまでで止めていると思うのです

けれども、本来シンボル軸がもう少し西側ま

で伸びているというところで、かつ地区計画

区域も西側まで伸びているというところも

ある中で、そこの部分だけが抜けているとい

うところの理由を教えてください。 

○中村まちづくり課長 ３点頂いたところ

でございます。 

 まず１点目の公共公益施設地区の用途の

制限についてでございますけれども、駅前大

規模用地地区Ａ・Ｂと同様に用途の制限をか

けているという形で考えているところでご

ざいます。 

 それと２点目のヨーカドーのところにつ

いては、今は具体的な計画はありませんけれ

ども、将来を見越しての地区計画というとこ

ろですので、同じような形で、マンションと

いうものも当然建物の用途として建てられ

る用途にはなってきてございますので、まだ

具体的な計画はございませんけれども、可能

性としてはマンションの計画もあり得ると

いうことでございます。ただ、その１階、２

階部分につきましては、今、緑色であります

けれども、商業等の用途を誘導してほしいと

いうような地区計画の制限をかけていると

ころでございます。 

 それから、一番西側でございますけれども、

今、地区整備計画で具体的に制限をかけてい

く、ルールづくりをしていくというところは

今のヨーカドーさんまでのところになって

ございますけれども、委員がおっしゃるとお

り、シンボル軸というところでありますので、

今の西口のつながっているところについて

も将来的には同じようなルールづくりがで

きないかということで、地権者さんにもご相

談をさせていただいております。ただ、まだ

具体的にこうしていけるというようなとこ

ろまで行っておりませんので、先行して今回、

公共施設整備、旧こども家庭支援センター跡

地の部分に地区整備計画を立てさせていた
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だくということで変更させていただくとい

うものでございます。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。お願いいた

します。 

○岡安委員 区議会議員の岡安です。 

 私も旧こども家庭支援センターのところ

の質問をさせていただきたいのですが、この

２ページによりますと、令和９年３月まで東

渕江小の仮設が建っていて、早ければ夏まで

には解体して更地になることができて、早け

ればそこまでに設計を済ませて着工という

こともできるわけですけれども、ご案内のと

おり、今、建設費もどんどん上がって、中野

区の中野サンプラザなんていうのは頓挫し

てしまっているわけですね。建物も１棟建て

を２棟建てるなんていう計画に変えて、区民

が知らない、あるいは議員の一部も知らない

なんて言って議会でも紛糾して大変な状況

になっていて、平気で２年ぐらい遅れてしま

うのではないかなという話も出ています。 

 昨今、足立区でも小中学校の建設費が高止

まりして、本当に大変な状況なのですけれど

も、仮にこの令和７年７月にプロポーザルで

事業者を公募すると、もう間もなくですけれ

ども、この事業者はずっと引っ張っていくと

いう考えなのでしょうか。例えばいろいろな

提案をしてもお金的に厳しいとか様々あっ

てもずっと引っ張っていくのか、あるいは、

あまりにも折り合いがつかないとなれば、ま

たゼロベースに戻してやり直しをする、そう

いう可能性もあるのかどうか、まずお聞かせ

ください。 

○中村まちづくり課長 今の事業者の件に

ついてですけれども、事業者公募をしていく

というところの段階に来ておりますけれど

も、実際に選ばれた事業者がずっと同じよう

な形でやれるのか、やれないのかというとこ

ろは、正直見えない部分は確かにございます。

計画をされて、それが本当に、建設費高騰等

に伴って見直しみたいなところもあるのか

もしれませんけれども、申し訳ございません、

今の段階でその変更があるのか、ずっと引っ

張っていくのかというところについては、私

のほうでは少しお答えすることはできない

のかなと考えております。 

○工藤副区長 専門委員の工藤です。若干補

足させていただきますけれども、実は足立区

でも六町駅前で同じようにプロポをやりま

して、それでやはり物価高騰で今事業ができ

なくなっている状況です。 

 その辺については、協定はすぐ解除するの

ではなくて、もう少しタイミングを見て、さ

らに交渉して契約できるのかどうかという

ような形で進んでおります。それから今、綾

瀬のほうでもこれから事業者公募を行いま

すけれども、本当にそれで物価が落ち着いて

できるかどうかというタイミングはあくま

でも優先交渉権者というような位置づけで、

その中で協議をしてどうするかということ

になっていきますので、今のところ、まず公

募は今年度中に行って、その後、本当に工事

はいつ着手できるかというのは事業者との

話合いの上というような形になってくるか

と思います。 

○岡安委員 確かに、場合によっては更地の

有効利用のまま１年、２年という形で引っ張

ることも考えられなくもないのかなとは思

うのですけれども、先ほども話に出た１回目

の開発のときは東京建物グループというこ

とで、様々提案をもらうということで、最終

的にはポシャってしまったのですけれども、

今回もやはりコンソーシアムを組んでもら

ってこの事業者公募をするという形なので

しょうか。 

○工藤副区長 まだどういう形で事業者公

募をするか、正式に決定はしていないです。

その前に実は地元から様々な要望を頂いて

いまして、もともと３００人のホールとか区

民事務所とか保健センターということでし

たけれども、それ以外にも音楽をできるとこ

ろとか、他の要望も出てきておりますので、

まず区の施設をどうするのかというのを早

めに決定させていただいて、その上で事業者

から公募になりますので、もう少しお時間を

頂きたいと思います。 

○廣兼会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問はございますでしょうか。

―よろしいですか。 

 なければ、採決をいたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 ありがとうございます。 

 それでは、第１号議案は異議のないものと

決定いたします。 

 次に、第２号議案に移ります。 
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 第２号議案「柳原一・二丁目地区関連」に

ついて、小木曽建築防災課長から説明をお願

いいたします。 

○小木曽建築防災課長 建築防災課長の小

木曽です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、第２号議案「柳原一・二丁目地

区関連」といたしまして、東京都決定である

２－１「用途地域の変更」、足立区決定であ

る２－２「特別工業地区の変更」、２－３「柳

原一・二丁目地区防災街区整備地区計画の決

定」及び２－４「都市計画公園の変更」につ

いて提出させていただきます。 

 最初に、２－１「用途地域の変更」につい

てご説明いたします。お手元の資料では、白

い表紙の議案書２１ページをご覧ください。 

 ２－１「用途地域の変更」について、東京

都からの意見照会でございます。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を変更するに当たり、

東京都から足立区の意見を聞くための照会

があり、それに回答するため足立区都市計画

審議会に提案するものでございます。 

 ２２ページから２８ページは、都市計画の

案の理由書、東京都からの照会文、計画書、

新旧対照表、変更概要、総括図、計画図とい

う構成になっております。 

 続きまして、２９ページをご覧ください。

２－２「特別工業地区の変更」でございます。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を変更するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 ３０ページから３４ページは、都市計画の

案の理由書、計画書、変更概要、総括図、計

画図という構成になっております。 

 次に、３５ページをご覧ください。続いて、

２－３「柳原一・二丁目地区防災街区整備地

区計画の決定」でございます。 

 ３６ページから５０ページは、都市計画の

案の理由書、計画書、総括図、計画図という

構成になっております。 

 次に、５１ページをご覧ください。２－４

「都市計画公園の変更」でございます。 

 ５２ページから６０ページは、都市計画の

案の理由書、変更概要、総括図、計画図とい

う構成になっております。 

 以上が議案書のご案内になります。 

 議案書では少し分かりづらいため、議案説

明資料で内容を説明させていただきます。お

手元の資料では、黄緑色の表紙の議案説明資

料９ページをご覧ください。 

 「１ 議案の趣旨」でございます。本案件

は、足立区都市計画マスタープランに基づく

「燃えない・燃え広がらないまち」を実現し、

まちの防災力を確実に向上させるため、記載

の４つの都市計画決定及び変更を行うもの

です。 

 「２ 地区の現況」でございます。本地区

は北千住駅の東に位置し、幅員４ｍ未満の道

路が多い木造住宅密集地域であり、東京都の

地震に関する地域危険度測定調査では、最も

危険度が高い総合危険度ランク５に位置づ

けられております。 

 １０ページをご覧ください。「３ 地区の

課題」でございます。地区内では、消火栓な

どはバランスよく配置されている一方で、公

園などのオープンスペースが不足しており

ます。火災時に燃え広がる危険性が高く、災

害時の避難や救助活動が難しい状況となっ

ております。 

 １１ページをご覧ください。「４ 上位計

画との関連」でございます。（１）東京都防

災都市づくり推進計画では、本地区は「重点

整備地域」に位置づけられ、防災都市づくり

に資する事業を重層的かつ集中的に実施す

るとされております。 

 （２）足立区都市計画マスタープランでは、

本地区は「広域拠点」である北千住駅周辺に

隣接する木造住宅密集地域であり、防災街区

整備地区計画の導入などを視野に入れたま

ちづくりを進めるとしております。 

 １２ページをご覧ください。「５ 決定・

変更概要」でございます。（１）用途地域の

変更では、図５に赤で示す柳原二丁目の一部

の用途地域を準工業地域から近隣商業地域

に変更します。 

 （２）特別工業地区の変更では、図５に赤

で示す柳原二丁目の一部の特別工業地区を

除外します。 

 １３ページをご覧ください。（３）柳原一・

二丁目地区防災街区整備地区計画の決定で

は、災害時の避難路の確保及び延焼抑制を担

う防火帯の形成を図り、柳原地区防災まちづ

くり計画に示す「柳原らしさを活かした、誰

もが安心して生活できるまち」の実現を目標

に、土地の利用や、地区施設及び地区防災施

設の整備、建築物等の整備などの方針を定め

ます。方針に基づく建築物等の整備及び土地



7 

 

利用に関する事項を１４、１５ページでご説

明いたします。 

 １４ページをお願いします。建築物等の整

備及び土地利用に関する事項でございます。

本地区の全域が対象の制限は６つございま

す。 

 ルール１は、建築物の構造に関する防火上

必要な制限です。準防火地域内では、延べ床

面積５００㎡を超えるものは耐火建築物等

とし、その他は耐火建築物等または準耐火建

築物等とします。 

 ルール２は、建築物等の用途の制限です。

①から④に示す用途の建築物は建築できま

せん。 

 ルール３は、建築物の敷地面積の最低限度

です。本地区の現状の敷地利用状況から６６

㎡と定めます。 

 ルール４は、建築物等の形態及び色彩その

他意匠の制限です。外壁などの色や屋外広告

物などについて制限を定めます。 

 ルール５は、垣または柵の構造の制限です。

震災時に倒壊のおそれのあるブロック塀な

どを制限します。 

 ルール６は、緑化の推進です。 

 続きまして、１５ページをお願いします。

防災生活道路１号から５号の沿道の敷地で

建築物などの建築を行う際、１４ページの６

つの制限に加え、記載の４つの制限がござい

ます。 

 ルール７は、建築物の構造に関する防火上

必要な制限です。高さ５ｍ未満の部分は空隙

のない壁を設けるなど防火上有効な構造と

する必要があります。 

 ルール８は、建築物の間口率の最低限度で

す。「敷地が道路に接する長さＡ」のうち、

「建物が道路に面する長さＢ」が占める割合

を７割以上とする必要があります。 

 ルール９は、建築物等の高さの最低限度で

す。間口率の最低限度となる７割以上の部分

の高さの最低限度は５ｍといたします。 

 ルール１０は、壁面の位置の制限と壁面後

退区域における工作物の設置の制限です。①

建築物の外壁などは、防災生活道路中心線か

ら３ｍ以上離す必要があります。②防災生活

道路の部分には工作物などを設置できませ

ん。 

 １６ページをご覧ください。（４）都市計

画公園の変更です。今回、２か所の変更と、

１か所の追加があります。 

 図８をご覧ください。柳原二丁目公園は、

オレンジ色で示す防災生活道路１号の拡幅

及び公園南東に接する建築基準法第４２条

第２項道路の後退のため、種別、位置、区域

及び面積を変更します。 

 １７ページをご覧ください。図９をご覧く

ださい。柳原一丁目公園は、オレンジ色で示

す防災生活道路５号の拡幅のため、位置、区

域及び面積を変更します。 

 １８ページをご覧ください。図１０をご覧

ください。オレンジ色で示す防災生活道路６

号沿道の柳原一丁目第二公園を都市計画公

園に追加します。 

 以上のとおり、防災生活道路などの拡幅の

ため、柳原二丁目公園及び柳原一丁目公園は

面積が減少しますが、新たに柳原一丁目第二

公園を都市計画公園に追加することで、本地

区の防災機能の向上や公園の永続的な利用

を図ります。 

 １９ページをご覧ください。最後に、「６ 

 都市計画手続きの経緯と今後の予定」でご

ざいます。令和６年１２月３日、７日に、都

市計画法第１６条に基づく都市計画原案の

説明会を行いました。２日間で合計５７名の

方にご参加いただきました。１２月３日から

１７日まで、都市計画法第１６条に基づく都

市計画原案の公告・縦覧を行いましたが、意

見はありませんでした。その後、都市計画法

第１９条に基づき、東京都知事に協議を行い

ましたが、意見はありませんでした。そして、

令和７年２月１９日から３月５日まで、都市

計画法第１７条に基づく都市計画案の公告・

縦覧を行いましたが、こちらも意見はありま

せんでした。 

 本日の審議会にてご審議いただき、令和７

年５月の東京都都市計画審議会において、東

京都決定である用途地域の審議を経て、６月

に都市計画決定・告示を予定しております。 

 以上で第２号議案の説明を終わります。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 それでは、第２号議案の審議を

いたします。 

 再度のお願いですが、発言に当たりまして

は、その都度、職名もしくは氏名を名乗られ

てからお願いいたします。 

 本件につきまして、ご質問、ご意見があり

ましたらお願いいたします。 

 佐々木委員、お願いします。 

○佐々木委員 区議会議員の佐々木でござ
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います。 

 この柳原一丁目・二丁目地区関連は、木造

住宅密集地域で総合危険度ランク５になっ

ている地域ですので、特に狙いとしては１３

ページにあるような防災街区整備地区計画

を定めて、老朽住宅の除却、建て替え、それ

から耐震化率を上げるということを進めて

いこうという方向性だろうと思うのですが、

現状、例えばここの耐震化率というのはどの

程度になっているのでしょうか。 

○小木曽建築防災課長 耐震化率はちょっ

と今手元にないのですが、耐火性能の低い建

物というのは数字がございまして、令和３年

の数字なのですが、本地区には１，９８９棟

の建物が当時はあったのですが、約６４％の

１，２６７棟が耐火性の低い、いわゆる燃え

やすい建物となっているところでございま

す。 

○佐々木委員 そうすると、かなりまだまだ

燃えやすい建物が軒を接して密集している

という地域で、非常に危険度が高い地域にな

っているということで、この整備地区計画を

定めたことで、例えばそこにお住まいの方々

が建て替えやすくなるとか、いろいろな国か

らの支援を受けやすくなるとか、そういうこ

とはあるのですか。 

○小木曽建築防災課長 特に建て替え、防災

生活道路に面したところにつきましては、私

どもがもしお譲りいただけるのであれば、土

地の買取り、または建物の補償をさせていた

だいて、道路を広げていきたいと考えている

ところでございます。 

 また、補助金についても同様に、東京都な

どから補助金を頂ける見込みでございます。 

○佐々木委員 柳原一丁目・二丁目にお住ま

いの方々の中でもやはり何とかしなければ

いけないという機運が今盛り上がってきて

いるというお話も聞いておりますので、これ

をきっかけとしてしっかりとまた耐震化率

を上げて、いわゆる細街路の整備とか、防災

道路の整備とか、そういったことを区も積極

的にやっていただきたいということでお願

いをしておきます。 

 以上でございます。 

○小木曽建築防災課長 ありがとうござい

ます。 

○廣兼会長 ほかにご意見、ご質問はござい

ますでしょうか。岡安委員、お願いいたしま

す。 

○岡安委員 区議会の岡安です。 

 この柳原、特に二丁目は私のふるさとで、

高校まで住んでいたところですし、今、親戚

も住んでいるので非常に関心を持って聞い

ていたのですけれども、まずは最初に、東京

都の話ではありますが、用途地域の変更で、

１２ページのところで準工から近隣商業に

ということなのですけれども、これはこの赤

い道路の話ですか。ちょっと分かりづらくて、

私だけが分からなかったのかは分かりませ

んけれども、もう一度分かりやすく説明して

いただきたいのですけれども。どうでしょう

か。 

○小木曽建築防災課長 現状の道路から、防

災生活道路にするために現状の道路を広げ

る予定でございます。現在、用途地域の境目

が現状の道路から２０ｍ後退した線という

か、現状のところから２０ｍ先が用途の境に

なっているところでございます。 

 防災生活道路に指定して道路を広げるこ

とによって、その２０ｍの起点の位置、道路

の端の位置が若干ずれるために、その位置に

合わせて２０ｍのラインを引っ張ったとこ

ろが、用途がずれるという感じでございます。 

○岡安委員 半分理解できました。分からな

いところもあるのですけれども。 

 今は細い道路ですよね。これを広げるとい

うのはなかなか大変な話だなと。現状、私、

さっきも言ったとおりふるさとなので、この

辺りの景色がまざまざと浮かんでいるので

すけれども、これをやってもらいたいとは思

うのですが。 

 次にもう１つ、１４ページ以降、ルールが

書いてあります。これは当然、先ほど佐々木

委員からも話があったとおり、燃えにくい、

また防災上有効なまちづくりのためにはや

らなければいけないことなのですが、先ほど

申しました私の親戚なんかは約１０年前に

ここに新築で家を建てているのですね。機運

は高まっているなんてさっき話がありまし

たけれども、新しく建てた人なんかは全く機

運どころか、あまりいろいろなことをやらな

いでほしいという気持ちもあるのですね。 

 ただ、まちとしては本当に燃えにくいまち

になってほしいというのはあるのですが、こ

のルールをいろいろ決めることによって、土

地の価格ですとか、要するに売却するとき、

また買うときの値段、そういったものに変化

というのは。完全に良いまちになれば、既に
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持っている土地の所有者も不動産価値が高

まると思うのですけれども、そこに行く途中

でいろいろなルールをつけることによって、

不動産価値が下がってしまうのではないか

なという危惧があるのですが、どうでしょう

か。 

○小木曽建築防災課長 確かにその危惧が

あることは重々ご理解いたします。ただ、良

いまちにしていくためには、一時的には制限

がかかったことによっていろいろあるとは

思いますが、将来的に良いまちになれば土地

の価格というのは、まちの価値としては上が

ると思っております。面する道路も広くなれ

ば大きな建物も建つことができますので、防

災上危険度が高い土地というよりは価値が

上がると考えております。 

○岡安委員 では、最後に、これから住民説

明会も入っていくと思うのですけれども、本

当にそこはナーバスな問題なので、丁寧に説

明・周知をしていただければと思いますので、

これは要望です。よろしくお願いいたします。 

○小木曽建築防災課長 ありがとうござい

ます。 

○廣兼会長 ほかにございますでしょうか。

―よろしいですか。 

 なければ、採決をいたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 それでは、第２号議案は異議の

ないものと決定をいたします。 

 次に、第３号議案に移ります。 

 第３号議案「千住大川端地区関連」につい

て、上田千住地区まちづくり担当課長から説

明をお願いいたします。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 千住

地区まちづくり担当課長の上田でございま

す。 

 私からは、第３号議案「千住大川端地区関

連」といたしまして、東京都決定である３－

１「千住大川端地区地区計画の変更」、足立

区決定である３－２「高度地区の変更」、３

－３「防火地域及び準防火地域の変更」につ

いて議案をご説明いたします。 

 最初に、３－１「千住大川端地区地区計画

の変更」についてご説明いたします。お手元

の資料では、白い表紙の議案書６１ページを

ご覧ください。 

 ３－１「千住大川端地区地区計画の変更」

について、東京都からの意見照会でございま

す。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を変更するに当たり、

東京都から足立区の意見を聞くための照会

があり、それに回答するため、足立区都市計

画審議会に提案するものでございます。 

 議案書６２ページから８６ページは、都市

計画の案の理由書、東京都からの照会文、計

画書、変更概要、総括図、計画図という構成

になっております。 

 次に、３－２「高度地区の変更」、３－３

「防火地域及び準防火地域の変更」について

ご説明いたします。 

 議案書８７ページをご覧ください。「高度

地区の変更」についてです。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を決定するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 議案書８８ページから９２ページは、都市

計画の案の理由書、計画書、変更概要、総括

図、計画図という構成になっております。 

 続いて、９３ページから「防火地域及び準

防火地域の変更」について、同様の構成とな

っております。 

 以上が議案書のご案内となります。 

 議案書は少し分かりづらいため、黄緑色の

表紙の議案説明資料で内容を説明させてい

ただきます。 

 お手元の資料、黄緑色の表紙の議案説明資

料２１ページをご覧ください。最初に、「議

案の趣旨」でございますが、本案件は、令和

６年３月に、地区東側の開発検討エリアにお

ける開発機運の高まりを受け、策定した千住

大川端地区地区まちづくり計画に基づき、開

発に併せて記載の３つの都市計画変更を行

うものです。 

 お手元の資料の２２ページをご覧くださ

い。「２ 地区の現況と課題」でございます。

本地区は駅至近でありながら大規模な低未

利用地となっており、土地利用転換を適切に

誘導する必要がある、道路等の基盤が未整備

である、地区内外の住民の避難場所が不足し

ている、荒川の氾濫等といった水害への備え

が不足しているといった課題を抱えており

ます。 

 続きまして、２３ページをご覧ください。

「上位計画との関連」でございます。足立区
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都市計画マスタープランとの関連ですが、図

２のとおり、本地区は地区拠点として位置づ

けられ、土地の高度利用を図り、都市型住宅

などの居住機能をはじめ、商業・業務、交流

などの機能を複合的に形成すること、駅周辺

のにぎわいづくりと水辺の開放感を確保し

た景観形成を促進することが示されており

ます。 

 続きまして、２４ページをご覧ください。

（２）地区まちづくり計画との関連でござい

ますが、本地区は将来像として「緑と水辺の

魅力にあふれ、多様な世代が集う安全で安心

なまち」を掲げ、以下の３つの柱と方針を位

置づけております。 

 １つ目が、「ア 周辺地域と連携した防災

性の高いまち」として、地区内外の住民が避

難できる一時避難場所機能の確保と、歩行者

ネットワークの整備による地区内外への避

難経路の確保を図ります。 

 ２つ目に、「イ 多様な世代に対応した利

便性の高いまち」として、住宅と商業施設等

の生活利便機能が複合した「複合生活利便拠

点地区」と、隅田川の水辺の魅力を活かした

住宅市街地の形成を図る「水辺の環境を活か

した居住地区」を定め、それぞれの特性を活

かした適切な土地利用転換を誘導してまい

ります。 

 ３つ目に、「ウ 豊かな緑の創出と隅田川

の水辺の魅力を活かしたゆとりと潤いのあ

るまち」として、地区内外の人が集える水辺

に開かれた憩いの広場空間を確保するとと

もに、スーパー堤防整備等により親水性の高

い水辺空間を創出いたします。 

 続きまして、２５ページをご覧ください。

「４ 変更概要」でございます。本地区では、

地区計画と、高度地区、防火地域及び準防火

地域の３点について変更を行います。 

 まず（１）地区計画の変更についてです。

図５に赤枠で示したエリアに地区整備計画

を策定し、Ｂ－１から３、Ｃ－１、２の地区

を新たに定めます。 

 また、千住汐入大橋が開通したことなどに

より、墨堤通りの交通量が平成６年の都市計

画決定時と比較すると約４割減少している

ことや、千住関屋ポンプ所の計画が変更され、

建屋が縮小されたことから、関屋公園と千住

関屋ポンプ所が重複する部分に公園を平面

で整備することが可能となったことを踏ま

え、地区幹線道路の一部を廃止することとい

たしました。この廃止に伴い、地区計画区域

の一部を削除いたします。 

 続きまして、２６ページをご覧ください。

「ア 地区計画の目標」として、図６に示す

ように、地区内に、水辺の魅力と都心との近

接性を活かした住宅系複合市街地の形成や、

地域住民の避難場所となるオープンスペー

スを創出し、地域の防災性向上を図ること、

基盤整備による歩行者ネットワークを形成

すること、スーパー堤防整備とそれに併せた

快適な水辺空間を創出し、親水性の高い景観

形成を図ることを目標として掲げておりま

す。図７と図８は、それぞれ地区内に整備さ

れるオープンスペースのイメージを示して

おります。 

 続きまして、２７ページをご覧ください。

「イ 主要な公共施設及び地区施設の配置

及び規模」についてご説明いたします。地区

内の主要な公共施設及び地区施設の配置と

して、広場や歩行者通路、歩道状空地を図９

のとおり位置づけます。各施設の規模につい

ては、２８ページをご覧ください。 

 続きまして、２９ページをご覧ください。

「ウ 建築物等の用途の制限」ですが、本地

区の区域全般において、風俗施設等に関する

規制を行います。加えて、駅至近のＢ地区に

おいては、商業施設等の生活利便機能を誘導

するため、第二種住居地域と同様の規制とし、

一定規模の商業施設の建築を可能とします。

隅田川沿いのＣ地区では、良質な住環境の整

備を促進するため、第一種住居地域と同様の

規制とし、Ｂ地区と比較し住宅が中心となる

用途規制といたします。 

 続きまして、「エ 建築物の容積率及び高

さの最高限度」についてです。記載のとおり、

Ｂ地区及びＣ地区における容積率の最高限

度は３００％から４００％に、高さの最高限

度は４０ｍから１４０ｍに定めます。 

 続きまして、３０ページをご覧ください。

「オ 壁面の位置の制限」についてです。ゆ

とりある歩行者空間を創出するため、地区内

に２号壁面から７号壁面の６種類の壁面の

制限を図１０のとおり定めます。建築物の高

さが１０ｍまでは２ｍから６ｍの壁面後退

をし、歩行者空間を十分に確保します。５０

ｍ以上は６ｍ以上の壁面後退とし、圧迫感の

解消を図ります。 

 続きまして、３１ページをご覧ください。

「カ 建築物等の形態又は色彩その他の意
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匠の制限」についてです。魅力ある都市景観

を創造するため、建築物の外壁や柱の色彩は

周辺環境に配慮した色調といたします。また、

屋外広告物は都市計画に十分に配慮するこ

と、川へのアクセス空間の形成にも配慮する

ことを定めます。 

 「キ 垣またはさくの構造の制限」につい

てです。建築物に附属する門または塀は、生

け垣やネットフェンス等とすることといた

します。 

 続きまして、３２ページをご覧ください。

（２）高度地区・防火地域及び準防火地域の

変更についてです。図１１に示す区域におい

て、土地の高度利用を図るため、第三種高度

地区を廃止するとともに、建物の不燃化を図

るため、準防火地域から防火地域に変更いた

します。 

 続きまして、３３ページをご覧ください。

「５ 開発計画の概要」についてです。まず

（１）施設計画ですが、図１２に示すとおり、

本地区では４棟の共同住宅を２期に分けて

整備いたします。青枠で示した建物が第１期

で、令和１０年度の完成を予定しております。

オレンジ色で示した建物が第２期で、令和１

５年の完成を目指しております。 

 （２）地域貢献については、地区内には共

同住宅だけでなく、地域に不足する商業機

能・生活利便機能等の需要に対応する子育て

支援施設、高齢者向けデイサービス機能を導

入いたします。 

 続きまして、３４ページをご覧ください。

（３）防災計画についてです。まず「ア オ

ープンスペースと緊急車両動線の確保」です

が、地区内には地区内外の住民が避難できる

まとまりのあるオープンスペースを確保し、

地域の防災性向上を図ります。また、新たな

道路ネットワークを整備し、防災船着場から

の緊急車両動線を確保いたします。 

 「イ 垂直避難場所の整備」ですが、水害

時には地区内外の方も利用できる垂直避難

場所を確保します。収容人数は５００人を想

定しております。 

 最後に「ウ 今後の予定」ですが、地域の

協議会と災害時の連携について協議し、地区

内だけでなく地域全体の防災性向上を目指

します。また、オープンスペースの災害時の

使用について、関係所管と協議を進め、有効

な活用方法を検討してまいります。 

 続きまして、３５ページをご覧ください。

「都市計画手続きの経緯と今後の予定」でご

ざいます。前回の第８１回足立区都市計画審

議会にてご報告させていただき、１月２４日

に東京都知事に協議を行いましたが、意見は

ありませんでした。その後、２月１９日に都

市計画法第１７条に基づく都市計画の説明

会を行いました。当日は合計１０８名の方に

ご参加いただきました。 

 そして、２月１９日から３月５日まで、都

市計画法第１７条に基づく都市計画案の公

告・縦覧を行いまして、東京都市計画高度地

区の変更に関して、意見書が４通、その他意

見が２通ございました。詳細につきましては、

お配りしました別添資料「第３号議案 千住

大川端地区関連の意見書の要旨」をご覧くだ

さい。 

 まず１ページをご覧ください。東京都市計

画高度地区の変更について、４通３件の意見、

その他意見として２通４件の意見を頂戴し

ております。 

 １つ目が、日影や風といった周辺環境への

影響などから「高層マンションの建設に反対

である」といった意見がございました。区の

見解といたしましては、計画建物の高さにつ

いては、スーパー堤防整備と併せ避難場所と

なるオープンスペースを確保し、地域の防災

性向上を図ることを目的としているため、区

としては高層化を容認しており、第三種高度

地区を廃止し、高度利用化を図ることとして

おります。 

 次に、日影の影響については、開発事業者

が調査・予測をしており、本計画では、法令

よりも厳しい複合日影においても、日影規制

を有する地域の建築物に対して４時間以上

の日影を生じさせないように配慮した計画

となっております。 

 風の影響ですが、開発事業者がその影響を

しっかりと検証し、地域に対して丁寧に説明

することに加え、防風植栽等による対策を講

じることとしております。また、建築後に大

きな影響が生じた場合においては、開発事業

者に調査をさせ、開発に起因する場合には対

策を講じるように求めてまいります。 

 続きまして、２ページをご覧ください。超

高層マンションの建築について、人口の社会

減や少子高齢化の進展による地域活力の低

下のおそれがあるため、地域の適切な人口維

持に寄与する魅力的な住宅供給を区の計画

に掲げており、本計画は区の計画に合致して
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いると認識しております。 

 ２つ目に、駅利用者の増加や交通の混雑、

小中学校等の不足問題から、人口の急激な増

加に伴う周辺環境への影響について、「住民

の納得が得られていない状況で計画を進め

るべきではない」というご意見を頂いており

ます。区の見解といたしましては、交通への

影響については、開発事業者が予測を行って

おり、交通管理者や鉄道事業者等に改善を要

する影響はないと確認していることや、区と

いたしましても今後継続的に交通量等を調

査し、実態把握に努めることとしております。 

 また、小中学校等のキャパシティについて

は、区で試算を行っており、現在の計画であ

れば対応可能であると判断しております。今

後も開発の進捗に合わせ検証し、都度対応を

検証してまいります。 

 続きまして、３ページをご覧ください。３

つ目に、一時避難場所の活用について、「ど

の地域の人を想定しているのか」というご意

見でした。区の見解といたしましては、一時

避難場所の活用を想定する区域は、災害時に

防災上課題の多い柳原地区などの周辺地区

を想定しており、当該まちづくり協議会とも

意見交換をしながら連携方策について検討

しております。 

 続いて、その他の意見です。「超高層ビル

の安全性」と「災害時の居住者の安全性」に

ついてのご意見がございました。区の見解と

しましては、建設に当たっては関係法令を遵

守するとともに、構造上安全な建築物となる

よう設計をするように事業者に指導をして

まいります。 

 また、居住者の安全性については、非常用

電源や防災備蓄倉庫など適切に配置するな

ど防災面における配慮をするように、今後居

住者の安全を確保するためどのような対応

が取れるか開発事業者と協議をしてまいり

ます。 

 続いて、４ページをご覧ください。次に、

「公共施設の設置要望」や「施設要望に関す

る住民参加の仕組み」についてご意見があり

ました。公共施設については、区が本地区に

権利を有していないため、公共施設整備の予

定はございませんが、地域に不足する商業施

設や生活サービス関連、子育て支援施設等を

整備する計画となっております。  

 また、施設要望に関する住民参加の仕組み

ですが、区はこれまで、常東地区町会・自治

会連合会や、関屋環境を守る協議会において

意見交換を行うとともに、複数回の説明会を

開催し地域の要望を伺っており、地域要望に

応えた計画になっていると認識しておりま

す。今後も継続的に地域組織と意見交換を行

うとともに、区ホームページ等を活用し、丁

寧に説明してまいります。 

 最後に、交通環境への影響についてですが、

「開発地区内の進入口に信号が設置されな

いことや交通機関の混雑に不安がある」とい

ったご意見を頂いております。区といたしま

しても、開発地域内の進入口については今後

安全な交差点となるよう、信号設置について

開発事業者とともに警察と協議を進めてま

いります。 

 また、交通混雑については、令和７年度に

交通量調査を実施し、現状の実態を把握する

とともに、令和６年度に立ち上げた鉄道事業

者を含む勉強会にて共有し、今後の対応を検

討してまいります。 

 恐れ入りますが、緑の議案説明資料３５ペ

ージにお戻りください。「都市計画手続きの

経緯と今後の予定」の続きでございます。 

 本日の足立区都市計画審議会においてご

審議いただき、５月の東京都都市計画審議会

において、東京都決定である地区計画の審議

を経て、６月に都市計画決定・告示を予定し

ております。 

 以上で第３号議案の説明を終わります。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 それでは、第３号議案の審議を

いたします。 

 繰り返しで恐縮ですが、発言に当たりまし

ては、その都度、職名もしくは氏名を名乗ら

れてからお願いいたします。 

 本件につきまして、ご意見、ご質問があり

ましたらお願いいたします。 

○佐々木委員 では、足立区議会の佐々木で

す。 

 議案説明資料の３３ページを見ると、本当

に超高層マンションが４棟めきめきと建ち

上がっているというような形で、まちの顔が

随分大きく変わっていくのだろうなと思う

のですが、そういった大規模な開発ですので、

約２，０００戸以上の住宅建設が予定されて

いるわけで、こうしたことについて足立区議

会としても「京成関屋・東武牛田駅周辺地域

の街づくりに関する請願」ということで、各

会派一致して、交通環境の整備、それから駅
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利用者増加の影響を鑑みて、京成関屋、東武

牛田駅の駅周辺の環境整備を求める、それか

らこの一帯の広域的な視点から一体的なま

ちづくりの可能性について検討してもらい

たいという、議会としても要望を出しており

ますが、そこのことに関しては、今、区とし

てはどのような検討方針でいらっしゃるの

かをお伺いいたします。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 議会

から頂戴いたしました請願については、区と

しても大変重く受け止めているところでご

ざいます。 

 現在、令和６年から８年にかけて当該地区

のまちづくり検討を開始しております。令和

８年を目途に、現在、関屋・牛田駅に都市計

画決定されております駅前広場の在り方と

か、将来のまちづくりの方向性について一定

の方向性を示していきたいと考えていると

ころでございます。 

○佐々木委員 分かりました。では、しっか

りやっていただきたいと思います。 

○廣兼会長 挙手された方。お願いいたしま

す。 

○川島委員 区民委員の川島です。 

 ２点お伺いしたいと思います。１つが、荒

川沿いということで、スーパー堤防を整備さ

れるということで、水辺のまちづくりも一体

的に整備する中で、スーパー堤防がこの開発

と併せていつ頃整備されるのかというとこ

ろをまず１点お聞きしたい。 

 もう１点が、この開発地区の中で区画道路

２号というのが多分メインな通りになって

くると思うのですけれども、それの南北で壁

面後退であったり、歩道状空地の制限と指定

が、幅員が違うというところは、何か意図が

あるのかなと思いまして、お伺いしたいなと

思います。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 まず、

１点目のスーパー堤防の整備ですが、第１期

開発に併せて整備していくということにな

ってございますので、令和１０年度頃の整備

の予定で今動いているところでございます。 

 それと、区画道路２号の壁面後退の違いと

いうところでございますが、こちらにつきま

しては、片側のほうが複合開発をやっている

地区、南側については居住地区ということで、

少しそこら辺でメリハリをつけているとい

うところでございます。 

○川島委員 ありがとうございます。 

○廣兼会長 ウェブで、横村委員、お願いい

たします。 

○横村委員 今日はウェブでの参加で大変

申し訳ございません。東京都建築士事務所協

会の横村でございます。 

 防災の面で、何点か質問をさせていただき

たく思っております。 

 まず１点目ですが、今の図面で申しますと、

２７ページの広場というものが、広場１号、

２号、３号、４号、５号とございます。これ

は前回の報告事項のときにもございました

が、一時避難場所として活用されるように拝

察されますが、真ん中の１、２、３はパース

とかを拝見しましてもそのように思えるの

ですが、４号、５号はどのような避難所の位

置づけになるかというあたりが１点でござ

います。 

 それから、前回の報告事項のときに避難計

画人口の３分の１ぐらいをここで収容する

ということがございましたので、その辺と併

せてお教えいただけたらと思います。 

 ２点目は、３４ページになります。３４ペ

ージの右下に図１７という断面図があるか

と思います。防災計画のイのところに「想定

収容人口５００人」と。これは地震ではなく

水害時というふうにお見受けするのですが、

この場合、今回何棟も棟が建つわけですが、

それぞれの各棟にこういうものが配置され

て５００人なのか、その辺の具体的なところ

をお教えいただきたいのと、その断面図に

「ピット」とあるのですが、これはどのよう

な利用のためのピットなのかというあたり

をご教授いただきたいと思います。 

 以上２点お教えいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 まず、

２７ページの広場の使い方でございますが、

広場４号、５号につきましても、平時は区民

の方が集える憩いの場、有事の際には一時集

合場所ということで、使い方としては広場１

号から３号と同じ使い方を想定していると

ころでございます。 

 ２点目、３４ページの垂直避難場所の件で

ございますが、基本的に超高層マンションが

４棟建つ予定でございますが、こちらの集会

場を水害時には垂直避難場所ということで

活用を考えているところでございます。 

○横村委員 ちょっと声が聞こえなかった、

ごめんなさい、垂直避難場所はどこのところ
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にあるようになりますでしょうか。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 Ｂ－

１棟の住宅、Ｂ－３棟の住宅、Ｃ－１棟の住

宅、Ｃ－２棟の住宅の集会室を予定している

ところでございます。 

○横村委員 なるほど。各棟の集会室がそれ

に当たるという認識でよろしいでしょうか。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 はい。

超高層マンションの各棟の集会室が当たる

という認識で結構でございます。 

○横村委員 分かりました。 

 やはり、こういうところを使わせていただ

いて、近隣に水害対策を取っていただくのは

非常によろしいことだと思いますが、先ほど

の２号議案と同様に、やはりこの地域がここ

だけの開発でなくて、千住駅東口全体の、要

するに川と線路に挟まれ、なおかつ、ここは

もう一つ京成というのもございますが、この

地域全体の防災計画上のものとしていただ

いて、例えば収容人員５００人は具体的には

「この柳原地区の方々ですよ」とか、「こち

らの方も」というような、その辺の見える化

というか、地域の方が安心できるような情報

開示をお願いしたいと思っております。 

 ですので、この周辺地域を一緒に考えるこ

とによって、先ほどの柳原地区の不動産価値

というのもございますが、総合的にこの千住

というまちは住みやすいまちだという意味

でも、地域コミュニティも含めて、今後活発

にその辺の両方の地域のコミュニティも盛

んになるように区のほうでお導きいただく

ようなこともお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○廣兼会長 ありがとうございました。 

 まちづくり課長は追加で何かありますか。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 ピッ

トについては、ちょっと今は分かりませんの

で、後ほど改めてご報告申し上げます。 

○廣兼会長 ほかにご質問、ご意見はござい

ますでしょうか。 

 なければ、採決をしたいと思います。 

 本件につきまして、異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 それでは、第３号議案は異議の

ないものと決定をいたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告１「北千住駅東口周辺地区のまちづく

りについて」、上田千住地区まちづくり担当

課長から説明をお願いいたします。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 引き

続きまして、千住地区まちづくり担当課長の

上田でございます。 

 報告事項１「北千住駅東口周辺地区のまち

づくりについて」、ご説明をさせていただき

ます。お手元の資料では、桃色の表紙の報告

説明資料の１ページ目となります。 

 まず、「１ 報告の趣旨」です。本地区で

は、北千住駅に近接した大規模敷地の土地利

用転換を機に、平成１９年に、図１の黒枠で

示したエリアに「北千住駅東口周辺地区まち

づくり構想」を、赤枠で示したエリアに「千

住旭町地区地区まちづくり計画」を策定いた

しました。その後、北千住駅東口駅前の再開

発準備組合の設立や、台風１９号による水害

対策への意識の高まりを受け、令和２年にま

ちづくり構想を変更し、さらなる防災性の向

上やにぎわいの創出等の目標を設定いたし

ました。 

 このたび、まちづくり構想の実現に向けて、

市街地再開発事業を活用して、災害への備え

や駅前交通環境の改善を図るため、地区まち

づくり計画の変更を行ったので、今後予定し

ております都市計画変更に先立ち、その概要

を報告いたします。 

 続きまして、「２ 地区の現況」でござい

ます。本地区は、足立区の広域拠点である北

千住駅の東側に位置しており、南西は大踏切

通りに接しております。駅前は個別建て替え

が進まず、老朽木造建物が多く防災上の課題

を抱えている一方で、平成２８年に再開発準

備組合が設立され、地元発意のまちづくりの

機運が高まっております。 

 続きまして、２ページ目をご覧ください。

「３ 地区の課題と目標」でございます。令

和２年のまちづくり構想変更の際に実施し

た調査で把握した課題を基に、地区の目標を

整理しています。まず現地調査では、憩い・

交流の場や一時避難場所となるオープンス

ペースの不足、駅前の歩行者と自転車の交通

錯綜による危険性の解消、垂直避難場所や防

災備蓄倉庫の拡充。アンケート調査のほうで

は、生活用品を取り扱う商業施設の誘導、道

路拡幅による環境改善、水害対策として垂直

避難場所の整備といった課題が把握できま

した。これらの課題を基に、①「災害に強く、

犯罪の少ない安全安心なまち」、②「活気と

にぎわいのあるまち」、③「ユニバーサルデ
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ザインに配慮した住み続けられるまち」とい

った３つの目標を設定いたしました。 

 続きまして、３ページをご覧ください。「４ 

 上位計画との関連」です。本地区は足立区

都市計画マスタープランにおいて、土地の高

度利用や都市機能の更新・集約を高め、高度

な機能としての商業・業務、宿泊、都市型住

宅などの機能導入や、快適な住環境の整備を

進め、歩行者の回遊性のある「にぎわいまち

づくり」を進めることが定められております。 

 また、足立区地区環境整備計画では、整備

目標として「再開発による広域拠点にふさわ

しい活力と魅力あるまちづくり」が掲げられ

ており、駅前の交通環境を改善するとともに、

市街地再開発事業などにより土地の高度利

用化を図り都市機能を更新すること、基盤整

備とともに商業・業務、子育て、宿泊、都市

型住宅などの機能の拡充が定められており

ます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。「５ 

 地区まちづくり計画の変更概要」です。ま

ず、（１）駅前からのまちづくりの推進につ

いてです。まちづくりの将来像と目標を実現

するため、地区資源が集約する駅前から、東

西をつなぐ広域拠点の形成、ウォーカブルの

起点となるまちの実現、拠点化を実現させる

ための大街区化や改廃する道路の有効活用

といったまちづくりを推進することで、周辺

地域へまちづくり機運を波及させていくこ

とを考えております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。（２）

土地利用方針の変更についてです。このたび、

駅前再開発や小学校の改築といった地区の

動きを捉え、２つの地区を追加しております。 

 １つ目が、「にぎわい拠点地区」です。に

ぎわい拠点地区では、市街地再開発事業が具

体的に動き出しつつあるため、高度利用を図

り、オープンスペースの創出や、駅前に活気

とにぎわいを生み出す拠点形成を目指しま

す。 

 ２つ目に、「千寿常東小学校地区」です。

千寿常東小学校地区では、学校の改築に合わ

せ、防災性の向上と周辺の調和を図ります。 

 続きまして、６ページ目をご覧ください。

それぞれの地区の具体的な誘導内容につい

てご説明をいたします。まず、（３）にぎわ

い拠点地区の主な誘導内容についてです。駅

前の拠点化に向けた誘導内容を３つの柱に

沿って整理しております。 

 まず、柱１の「災害に強く、犯罪の少ない

安全安心なまち」を実現するため、図７の柱

１に示したとおり、駅前の都市計画道路の拡

幅により、交通環境の改善を図ります。また、

帰宅困難者や水害時の垂直避難場所を整備

いたします。 

 柱２の「活気とにぎわいのあるまち」では、

駅前に交流やにぎわいの場となるオープン

スペースの整備、図に示すように、駅直結の

デッキ整備による駅東西とまちの回遊性向

上、商店街との連携による新たな活気づくり

を目指します。 

 柱３の「ユニバーサルデザインに配慮した

住み続けられるまち」では、北千住の東口は

通過交通がなく、徒歩圏のまち、また千住の

良さである路地資産等の、歩いて楽しいまち

でございます。ウォーカブルの起点となる居

心地の良い駅前の空間づくり、エレベーター

の設置によるバリアフリー動線の確保を誘

導してまいります。なお、駅直結のデッキ整

備等については、今後鉄道事業者等との協議

が必要となってまいります。 

 続きまして、７ページをご覧ください。（４）

千寿常東小学校地区の主な誘導内容につい

てです。千寿常東小学校地区では、道路側の

建築物の壁面を後退することで、ゆとりある

歩行者空間の確保や、避難所機能の維持・充

実、周辺と調和した景観形成を誘導してまい

ります。 

 続きまして、８ページをご覧ください。最

後に、「６ 都市計画手続きの経緯と今後の

予定」です。令和６年１２月に地区まちづく

り計画変更案の地元説明会、令和７年１月に

かけてパブリックコメントを実施し、頂戴し

た意見を踏まえ、令和７年３月に地区まちづ

くり計画（変更）を策定いたしました。 

 今後、地区まちづくり計画に基づき、東京

都とも協議を進め、令和７年度以降の都市計

画手続きを目指し、検討を進めてまいります。 

 以上で報告１の説明を終わります。ありが

とうございました。 

○廣兼会長 ただいま説明いただきました

報告内容について、ご意見、ご質問がありま

したらお願いいたします。―特によろしい

ですか。 

 横村委員、お願いいたします。 

○横村委員 横村です。 

 とても魅力ある千住の東口を、先ほどの話

とも連携することでございますが、ウォーカ
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ブルなまちづくりというのは非常に理にか

なっていいことだと思うのですが、１つご参

考までにお話しさせていただきたいのです

が、電機大学が駅前にございます。あれを設

計された槇文彦先生は、電機大学の中にある

広場は千住の路地から出てきて入れるよう

な、回遊性のある電機大学の中での路地と路

地を、地域の路地と路地をつなぐような広場

づくりをされているということが建築の専

門誌でも書かれております。実際に行ってみ

ましても、本当に広場から千住の路地が見え

て、非常に千住の特性を生かしたまちづくり

の基盤をつくってくださったように思いま

す。 

 先ほどは、審議事項の中でもいろいろな広

場を造ったりしていると思いますので、ぜひ

路地のある、路地というのは表裏一体かもし

れませんが、その路地空間の特性を生かした

ウォーカブルなまちづくりに、ただ道を整備

するだけではなくて、その広場への続く道と

か、それがある意味で防災時の移動空間にも

なるような、緻密な計画をご要望したいと思

いますので、ぜひ次の場に行くときにはその

辺の計画案を明示いただいて、こんなふうな

道路と広場の関係をつくっていくというこ

とをご提示いただきたいなと思いますので、

お願いとしてお話しさせていただきます。 

 以上です。 

○廣兼会長 ほかにご意見はございますで

しょうか。―よろしいですか。 

 なければ、これにて本日の議案審議及び報

告事項は終了といたします。 

 会の進行は事務局にお願いいたします。 

○室橋都市建設課長 廣兼会長、議事進行を

ありがとうございました。 

 事務連絡が２点ございます。 

 １点目につきまして、次回の足立区都市計

画審議会でございますが、７月の開催を予定

しておりますけれども、現時点では詳細な日

程がまだ決まっておりません。日程が決まり

次第、改めてご通知申し上げますので、その

節はよろしくお願いをいたします。 

 続いて２点目でございます。本日、当審議

会にお車にてご来場いただいた委員の皆様

につきましては、駐車券をご用意させていた

だいております。ご入り用の方は事務局にお

申しつけいただきたいと思います。 

 事務連絡は以上でございますけれども、委

員の皆様から何かございますでしょうか。 

 ないようでしたら、これにて第８２回足立

区都市計画審議会を閉会とさせていただき

ます。本日は誠にありがとうございました。 


